
 第１回埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会 
 

議事次第 
 

平成 22年 5月 27日（木） 
     14：00～ 

春日部市民文化会館 
 
１．協議会設立の手続き 
 ・「埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱」（案）の承認 
・構成員の紹介 

 ・会長選出 
・協議会の運営に関して必要な事項の協議 

 
 
２．第 1回埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会 

 
（１） 開 会 
（２） 会長挨拶 
（３） 事務局長指名 
（４） 議 事 

① 本協議会の目的と役割について 
② 県南東部交通圏におけるタクシー業界の現況について 

      ③ 本協議会の今後の検討の進め方について 
      ④ その他 
 （５） 閉 会 
 

 
資料１ 埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱（案） 
資料２ 「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法」制定の背景と協議会の目的 
資料３ 埼玉のタクシー業界の状況 
資料４ 適正と考えられる車両数の算定について 
資料５ 「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法」地域計画 
 
参考資料１ 「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す

る特別措置法」概要 
参考資料２ 「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す

る基本方針」概要 
参考資料３ 大宮駅東口タクシープール ITシステム 


